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⑴  高速道路等の整備促進 

【施策の目的】 

高速道路を整備して全国的な幹線ネットワークと接続するなど、県内外の広域的な移動

時間を短縮することで、全県的な活力と経済発展につなげます。 

 

【評価】 

＜前年度から評価実施年度上期までの成果と課題＞ 

・ 島根県内の高速道路の開通率は令和６年度中に８１％から８４％に上昇したものの、全

国の開通率９０％に比べると、まだ低い状況にある。 

・ 令和７年３月に山陰道の出雲多伎間（８．９ｋｍ）が開通し、鳥取県境から石見福光Ｉ

Ｃ（大田市温泉津町）まで高速道路が連続して繋がったことにより、島根県内の広域的

な移動時間が短縮された。 

・ 有料高速道路の優先整備区間における４車線化は令和３年度より順次事業化されており、

安来道路において令和６年度に工事着手された。 

・ 暫定２車線区間においてワイヤーロープ設置不能な長大橋で重大事故が発生しており、

試行箇所の効果検証を進め、早期に安全対策を行う必要がある。 

・ 沿線市町等と連携して高速道路の整備状況や道の駅情報、沿線市町の観光情報等の発信

やＰＲに取り組み、令和６年度の県内高速道路利用台数は令和５年度比で約３％増とな

った。 

・ 高速道路の整備を促進し、地域経済の活性化につなげるため、更なる高速道路利用台数

の増加に向けた取組が必要である。 

 

＜第２期島根創生計画初年度から評価実施年度上期までの複数年度にわたる成果と課題＞ 

※上記で重複しない成果・課題を記載 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

【今後の方向性】  

①高速道路等の整備促進 

   山陰道をはじめとする高規格道路は、全国的な物流ネットワークとしても重要な社会

基盤であることから、重点要望等を通じて山陰道の早期整備を国に要望する。 

 早期整備に向け、用地取得における県の支援を行うとともに、埋蔵文化財調査を円滑

かつ計画的に進めるため、国、県及び市で行う調整をより綿密に行う。 

 有料高速道路の優先整備区間における４車線化に向け、事業中区間の着実な推進及び

未整備区間の早期事業化、暫定２車線区間の対面通行区間における当面の対策として、

長大橋やトンネルにおける安全対策を国に要望する。 

②高速道路の利活用促進 

   島根ふるさとフェアへの参加やスマホアプリやＳＮＳを活用したＰＲ手法も組み合わ

せ、山陰道の開通情報等のＰＲを引き続き行い、高速道路を利用した県内への誘客を図

る。 

   山陰道沿線活性化プロジェクトによる東西交通流動を促す取組を行い、県内高速道路

の利用促進を図る。 

有料区間の利用促進を図り、ＮＥＸＣＯ西日本や関係市町と連携したドライブパスの

周知・拡充を進める。 

Ⅲ 地域を守り、のばす 

４ 地域振興を支えるインフラの整備 

この欄は複数年度にわたる成果と課題を記載するため令和９年度から記載 
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【施策の主な KPI の状況】 

 

4) 有料高速道路（浜田自動車道）の利
用台数【当該年度４月～３月】

1) 山陰道の開通率【当該年度３月時
点】（累計値）

2) 有料高速道路の４車線化事業着手率
【当該年度３月時点】（累計値）

3) 有料高速道路（山陰自動車道）の利
用台数【当該年度４月～３月】
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⑵  空港・港湾の機能強化と利用促進 

【施策の目的】 

国内外への玄関口である空港・港湾の機能を強化し、より一層の利用促進を図ることで、

モノや人の流れを拡大し、産業活動の活性化につなげます。 

 

【評価】 

＜前年度から評価実施年度上期までの成果と課題＞  

・ 県内３空港とも、令和６年度の年間利用者数が前年度より増加した。 

・ 出雲縁結び空港においては、運用時間の１時間延長、発着枠の１０便拡大に向けて家屋

移転や空港周辺の地域振興策を着実に進めている。年間利用者数が約１０４万９千人と

過去最高となり、累計利用者数も１０月に３，０００万人を突破した一方で、令和６年

３月に新規就航した名古屋（中部）線及び運航再開した静岡線の実績は伸び悩んでいる。 

・ 萩・石見空港については、政策コンテストにより令和７年３月までの配分が決まってい

た羽田発着枠が、令和１１年３月まで継続されることとなった一方で、乗降客数は徐々

に伸びているものの、年間目標乗降客数には達していない。 

・ 隠岐世界ジオパーク空港については、大阪便が令和６年度も継続して夏季大型便が運航

（８月)され年間利用者数も伸びた一方で、隠岐と首都圏を結ぶ路線の開設が課題であ

る。 

・ 各空港は、滑走路等の基本施設、航空灯火関係施設や保安施設の経年による老朽化が進

行しており、計画的な修繕・更新が必要である。 

・ 浜田港国際コンテナ航路の年間利用実績は２年連続増加し、４，６５４ＴＥＵと過去最

高であった。更なる貨物の増加のためには、航路の安定化による利用企業の利便性向上

を図る必要がある。 

・ 浜田港については取扱貨物量の増加に対応するため、これまでガントリークレーンや荷

捌き倉庫等の整備等を行ってきたが、船舶の大型化や貨物の増加に対応した港湾機能

（岸壁、荷捌きヤードなど）の強化、港内静穏度の向上が必要である。 

・ その他の港湾についても同様に、航路の維持や物流機能の強化に必要な岸壁や防波堤等

の整備を行っており、老朽化対策も含め着実に推進する必要がある。 

 

＜第２期島根創生計画初年度から評価実施年度上期までの複数年度にわたる成果と課題＞ 

※上記で重複しない成果・課題を記載 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

【今後の方向性】 

①航空路線の維持・充実と空港機能の拡充 

各空港の利用者の更なる拡大に向け、地元の利用促進協議会等と連携して効果的な利

用促進策を実施し、路線の維持・充実に取り組む。 

出雲縁結び空港は、名古屋（中部）線及び静岡線を含むＦＤＡ各路線の利用促進や、

ベトナムへの運航実績を着実に積み上げるなど、更なる利便性の向上に取り組む。 

萩・石見空港は、東京線２便運航を継続するため、政策コンテストで掲げる目標の達

成に向けて関係機関等と連携し、利用の促進や新たな需要の創出のための取組を進める。 

Ⅲ 地域を守り、のばす 

４ 地域振興を支えるインフラの整備 

この欄は複数年度にわたる成果と課題を記載するため令和９年度から記載 
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隠岐世界ジオパーク空港は、大阪便等の利用促進や、国の滞在型観光促進事業などを

活用したチャーター便の誘致等に取り組む。 

各空港の滑走路や航空灯火施設等の更新・改良については、維持管理更新計画に基づ

き、引き続き計画的な整備を行う。 

②港湾機能の強化 

   浜田港の国際コンテナ航路では、石見地域に集積の見られる産業を中心とした貨物を

創出し、他港を利用している貨物を浜田港に取り込むことにより、貨物量の増加、将来

的な複数便化を含めた運航拡大を図る。 

   浜田港については、岸壁や防波堤整備を推進し、埠頭用地や臨港道路の整備を引き続

き行う。 

その他の港湾については、航路の維持や物流機能の強化を図るための整備や老朽化対

策を引き続き進める。 

 

【施策の主な KPI の状況】 

 

1) 萩・石見空港の乗降客数（定期便の
年間乗降客数）【当該年度４月～３月】

2) 出雲縁結び空港の乗降客数（定期便
の年間乗降客数）【当該年度４月～３
月】

3) 隠岐世界ジオパーク空港の乗降客数（定
期便の年間乗降客数）【当該年度４月～３
月】

4) 浜田港の施設整備達成率（Ｒ２年度から
の累計）【当該年度３月時点】（累計値）

5) 浜田港国際コンテナ貨物取扱量【当
該年度４月～３月】

13.6 

15.1 15.2 15.3 15.4 15.4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

R6 R7 R8 R9 R10 R11

実績

目標

104.9 

105.0 105.0 105.0 105.0 105.0

0

20

40

60

80

100

120

R6 R7 R8 R9 R10 R11

実績

目標

6.8

7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

R6 R7 R8 R9 R10 R11

実績

目標

(万人) (万人) (万人)

24.0

24.0
28.0

36.0

44.0

52.0

0

10

20

30

40

50

60

R6 R7 R8 R9 R10 R11

実績

目標
4,654

5,500
6,000

6,400 6,700 7,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

R6 R7 R8 R9 R10 R11

実績

目標

(％) (TEU)

-44- -4-



 
⑶  道路等のインフラの整備や維持管理を担う人材の確保 

【施策の目的】 

道路等のインフラを将来にわたって安全に利用し続けられるよう、これらの整備や維持

管理を担う人材を確保します。 

 

【評価】 

＜前年度から評価実施年度上期までの成果と課題＞  

・ 建設産業を担う人材の確保については、団体等が行う児童生徒等を対象とした現場見学

会や体験学習等の取組を支援している。実施団体数は近年増えており、県内全域におい

て、幅広い層に建設産業の役割や魅力を伝え、理解を促した。 

・ 県が主体となって業界全体の魅力発信の取組を行うことにより、小中学生や高校生、そ

の保護者等の意識向上、建設業に対するイメージアップを図っているが、新規高卒者の

建設業への県内就職率の向上にはつながっていない。 

・ 週休２日工事の定着や、ＩＣＴ機器・建機導入等の補助等、生産性向上につながる支援

を行ったことなどにより、建設業の常用労働者１人当たりの総実労働時間数は減少した。 

・ 生産性向上等の経営基盤強化に向けた相談対応やアドバイスを行うためのコーディネー

ターを１名配置するとともに、専門的なアドバイスを必要としている事業者に外部専門

家の派遣を行ったことにより、人材確保等の経営課題の解決につなげた。 

・ 資格取得に向けた講習会開催の支援や、ＩＣＴ活用工事の普及・啓発を図るための研修

を行うことにより、建設産業を担う人材のキャリアアップを図った。 

 

＜第２期島根創生計画初年度から評価実施年度上期までの複数年度にわたる成果と課題＞ 

※上記で重複しない成果・課題を記載 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

【今後の方向性】 

① 建設産業を担う人材の確保 

建設産業団体等が行う、建設産業の魅力等を伝える体験事業等の取組や多様な人材

の入職を促進するための取組を支援する。 

県も主体的に、小中学生や高校生、その保護者等を対象とした魅力発信事業に取り

組んでいく。 

外国人材の活用を促すため、現地視察や県内セミナー等を実施する。 

② 処遇改善等による人材の定着 

適切な賃金確保や週休２日工事、ＩＣＴ活用工事の推進等による処遇改善や生産性

向上等の取組を推進する。 

建設業における働き方改革推進のための取組を実施する。 

③ 技能向上等による人材の育成 

キャリアアップを図るために必要な専門資格取得の取組を支援する。 

生産性向上を図るため、デジタル技術等の先進的な知識・技術を習得し、活用でき

る人材の育成を推進する。 

 

Ⅲ 地域を守り、のばす 

５ 地域の生活基盤を支える人材の確保 

この欄は複数年度にわたる成果と課題を記載するため令和９年度から記載 
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【施策の主なKPIの状況】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 高校卒業時の県内就職率（建設業）
【当該年度３月時点】

2) 建設業の常用労働者１人当たりの総実労
働時間数（月平均）【前年度１月～当該年度
12月】

3) 建設業における新規高卒就職者の就
職後３年定着率【前年度３月時点】

4) しまねの建設担い手確保・育成事業を活
用し人材確保育成に取り組んだ建設産業団体
数【当該年度４月～３月】
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⑴  道路網の整備と維持管理 

【施策の目的】 

道路の効率的・計画的な整備や維持管理により、県民の安全・安心、快適な日常生活や

産業活動を確保します。 

 

【評価】 

＜前年度から評価実施年度上期までの成果と課題＞ 

・ 骨格幹線道路については、優先的に整備を進め、安全・安心、快適に移動できる道路空

間の形成を図った。整備率は令和７年３月時点で９７．５％となり、目標値である９７％

を達成している。 

・ 幹線道路・生活関連道路については、地域の実情や課題に応じて１．５車線的改良を取

り入れるなど、効率的・効果的に整備を行い、安全・安心、快適に移動できる道路空間

の形成を図った。整備率は令和７年３月時点で７９．７％となり、目標値である７９％

を達成している。 

※１．５車線的改良…地域の地形や道路の利用状況等を考慮し、待避所の設置、 

突角せん除などの改良や１車線・２車線を適度に組み合わせ、 

早期に通行の安全や一定の走行速度を確保できる道路改良の手法 

・ 骨格幹線道路、幹線道路・生活関連道路とも、狭あいな区間や線形の悪い区間が残って

おり、限られた予算の中で整備を進めていく必要がある。 

・道路網の維持管理については、橋梁等について計画的な修繕を行っており、老朽化対策

が確実に進みつつある。また、早期に措置を講ずべき橋梁の修繕率は、令和７年３月時

点で５８%となり概ね計画通りの進捗率となっているが、引き続き対策完了に向け着実

に事業を進めていく必要がある。 

・ 道路管理瑕疵（穴ぼこ）による事故件数が令和５年度は７件だったが、令和６年度は４

件になった一方で、道路の安全性に支障をきたす穴ぼこ等の異常を速やかに発見し、対

処する体制の確保が課題である。 

＜第２期島根創生計画初年度から評価実施年度上期までの複数年度にわたる成果と課題＞ 

※上記で重複しない成果・課題を記載 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

【今後の方向性】 

①骨格幹線道路の整備 

国土強靱化実施中期計画に対応した国への予算要求などを通じて十分な財源確保に努

め、引き続き集中投資を行い、優先的に整備する。 

②幹線道路・生活関連道路の整備 

地域の実情や課題に応じて、１．５車線的改良など様々な整備手法を組み合わせるこ

とにより、効率的・効果的な整備に今後も継続して取り組む。 

③道路網の維持管理 

    早期の措置が必要な施設の修繕を進めていくための財源確保に努め、着実な事業の進

捗を図る。また、穴ぼこ等の異常を早期に発見し必要な対応を行うため、「パトレポし

まね」の利用を促進するとともに、住民からの通報を維持管理に積極的に活用する。 

 

Ⅶ 暮らしの基盤を支える 

１ 生活基盤の確保 

この欄は複数年度にわたる成果と課題を記載するため令和９年度から記載 
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【施策の主なKPIの状況】 

 

4) 道路管理瑕疵（穴ぼこ）による事故
発生件数【当該年度４月～３月】

1) 骨格幹線道路の改良率【当該年度３
月時点】（累計値）

2) 幹線道路・生活関連道路（優先整備
区間）の改良率【当該年度３月時点】
（累計値）

3) 早期に措置を講ずべき橋梁の修繕率
【当該年度３月時点】（累計値）
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⑶  上下水道の整備と維持管理 

【施策の目的】  

ライフラインである上水道と下水道の整備や維持管理により、県民の安全で快適な生活

環境を確保します。 

 

【評価】 

＜前年度から評価実施年度上期までの成果と課題＞  

・ 県内の水道施設は適正な管理により年間を通じて安定した給水ができており、県民は安

全かつ衛生的な飲料水を利用できる環境にある。 

・ 今後は、老朽化した水道施設の更新や耐震対策への負担が増加する一方、人口減少に伴

う料金収入の減少が見込まれており、更に厳しさを増すことが予想される経営環境の改

善に向け、経営基盤の強化を進め、持続的な経営を確保していくことが課題となってい

る。 

・ 令和６年度末の県内の汚水処理人口普及率は８４．４％となり、整備は着実に進んでい

るが、全国平均９３．７％に比べて低く、特に県西部地区の普及率（５８．７％）の向

上が課題である。 

・ 宍道湖流域下水道は適切な運転管理、施設・設備の改築更新を行うことで年間を通じ安

定した汚水処理を行っている。今後、災害や事故に対する安全度を向上させるため、老

朽化した施設の更新や耐震化が課題である。 

・ 県内市町村の汚水処理施設及び流域下水道においては、定期的な施設等の修繕、老朽化

に伴う更新費用の増加や、人口減少に伴う使用料収入の減少などに対応し、広域化・共

同化、官民連携等による持続可能な汚水処理事業の運営方法の構築が課題である。 

 

＜第２期島根創生計画初年度から評価実施年度上期までの複数年度にわたる成果と課題＞ 

※上記で重複しない成果・課題を記載 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

【今後の方向性】  

①上水道の安定供給 

   水道事業者等が行う水道施設の更新・耐震化を計画的に進める。  

  令和４年度に作成した水道広域化推進プランに基づき、事業の広域化への取組を含め

た経営環境の改善に向けての議論を進め、水道事業者を支援していく。 

②下水道の整備と維持管理 

 汚水処理施設の整備の遅れている自治体への財政支援（生活排水処理普及促進交付金）

のほか、整備手法の見直しやコスト縮減効果のある新技術の導入及び各省庁における支

援制度の活用を働きかけ、施設整備を促進する。 

宍道湖流域下水道は、日々の保守・点検、修繕などの運転管理を適切に行う。また、

今後の維持管理体制についてウォーターＰＰＰ等の官民連携手法を検討する。 

  汚水処理施設の老朽化や耐震化に対しては、各施設管理者が策定するそれぞれの計画

に基づき施設・設備の計画的な改築・更新を進めていく。 

広域化・共同化については、「島根県汚水処理事業広域化・共同化計画」に定めた各

種の取組が円滑に実施されるよう、引き続き市町村の支援及び進捗管理を行う。 

 

Ⅶ 暮らしの基盤を支える 

１ 生活基盤の確保 

この欄は複数年度にわたる成果と課題を記載するため令和９年度から記載 
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【施策の主なKPIの状況】 

 

1) 水道の給水停止及び断水日数（年間
日数、自然災害・不可抗力を除く）【当
該年度４月～３月】

2) 汚水処理人口普及率【当該年度３月
時点】（累計値）

3) 終末処理場流入制限日数（年間日
数、自然災害・不可抗力を除く）【当該
年度４月～３月】
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⑴  快適な居住環境づくり 

【施策の目的】 

人口減少に対応できる公共施設の在り方を検討し、必要な老朽化対策も進めながら、快適な

居住環境をつくります。 

 

【評価】 

＜前年度から評価実施年度上期までの成果と課題＞  

・ 都市計画区域については、定期的に整備、開発及び保全の方針の見直しを進めており、

令和６年度に１区域の見直し手続きを完了した。今後５年間で１０区域について、関係

市のマスタープランの改定とあわせた見直しを予定しており、これらの手続きを適切に

進める必要がある。 

・ 街路整備事業については、（都）新庄飯田線（雲南市）が全線供用開始した。また、（都）

元町人麿線２工区（益田市）や（都）白潟本町天神町線（松江市）の整備に新規着手し

ているが、多くの関係者との調整が必要となっている。 

・ 市町村に対し、景観法に基づく景観行政団体への移行の支援を行っており、令和７年４

月１日に新たに安来市が移行したことにより移行済市町数は１２となった。残る７市町

村については、移行により可能となる規制誘導の有効性が十分に浸透していないことが

課題である。 

・ 都市公園の整備については、島根かみあり国スポ・全スポ開催に向けた浜山公園野球場

外野拡張などの改修工事や石見海浜公園の環境ふれあい館の再整備のほか、遊具の更

新・修繕等を実施したが、各種施設・設備が老朽化してきており、長寿命化計画に基づ

く確実な更新・修繕を行う必要がある。 

・ 昭和５０年度以前に建設された県営住宅で、居住面積水準を満たさない住戸が令和６年

度末で６６１戸存在している。令和７年３月に７４戸の建替工事に着手したところであ

り、引き続き計画的に進めていく必要がある。 

・ 子育て世帯及び高齢者・障がい者がいる世帯等５２８戸に対して住宅のリフォーム助成

を行い、安全・安心な居住環境の整備促進を図った。 

 

＜第２期島根創生計画初年度から評価実施年度上期までの複数年度にわたる成果と課題＞ 

※上記で重複しない成果・課題を記載    

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

【今後の方向性】 

①計画的な都市づくり 

   都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直しに当たっては、基礎となる情報を

収集し、策定の方向性を関係市と共有する。あわせて、同時期にマスタープランの改定

を予定している関係市への支援を行う。 

   街路整備事業においては、関係者との連絡調整会議等を開催するなどの方法により、

円滑な事業進捗に努める。 

②魅力ある景観づくり 

   景観行政団体へ移行していない市町村に対し、良好な景観がまちづくりにもたらす具

体的なメリットを丁寧に説明し、その必要性が理解されるよう努める。 

Ⅶ 暮らしの基盤を支える 

２ 生活環境の保全 

この欄は複数年度にわたる成果と課題を記載するため令和９年度から記載 
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③魅力ある公園づくり 

魅力ある公園施設として利用者の多様なニーズに対応し続けるため、長期的・計画的

な視点を持って長寿命化計画における優先順位を設定し、適切な維持管理・改修を行う。     

④快適な住宅の提供 

   島根県営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した県営住宅の建替えや改善工事を計画

的に行っていくとともに、引き続き戸建て住宅の耐震化、バリアフリー化や子育て世帯

に配慮した住まいづくりの整備促進を図る。 

 

【施策の主なKPIの状況】 

 

1) 県街路整備事業の供用率（Ｒ７年度
からの累計）【当該年度３月時点】
（累計値）

2) 景観行政団体移行市町村数【当該年
度３月時点】（累計値）

3) 県立都市公園利用者数【当該年度４
月～３月】

4) リフォーム助成事業を利用した住宅
数【当該年度４月～３月】

5) 県営住宅の建替戸数（Ｒ２年度から
の累計）【当該年度４月～３月】（累
計値）
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⑴  災害に強い県土づくり 

【施策の目的】 

道路防災対策、治山治水対策、土砂災害対策、海岸保全対策等により、県民の生命、身

体及び財産への被害の発生の未然防止や被害の最小化を図ります。 

 

【評価】 

＜前年度から評価実施年度上期までの成果と課題＞  

・落石などの道路防災に関して、落石頻度の高い３０ｃｍ未満の石を対象とした第１段階

の対策が必要な箇所は２，６８８箇所（令和６年度末現在。以下の数値について同じ。）

あり、そのうち、緊急輸送道路上の要対策箇所７８３箇所の整備率は４１．１％である。

また、緊急輸送道路上にあり、耐震化が必要な２２１橋梁の耐震対策実施率は、７９．

２％である。災害直後の救命・救助や、その後の復旧活動が迅速かつ確実に実施できる

よう、令和１１年度の完了に向け着実に整備を進めていく必要がある。 

・ 県管理河川の整備率は３２．８％と低く、特に人口が集中している県東部の整備率は１

７．１％と、県西部の４４．７％、隠岐の７７．９％と比べ遅れているが、着実に整備

を進めているところである。 

・ 矢原川ダム建設事業については、付替県道のトンネル工事を進めており、その他の付替

道路工事や工事用道路の工事も概ね計画どおり進捗している。 

・ 平成３０年７月から３年余りの間に３度の浸水被害が発生した江の川下流域の治水事業

については、これまでのハード整備に加え、危険な箇所からの移転など、「治水とまち

づくりの連携計画（江の川中下流域マスタープラン）」に基づく対策を着実に進めてい

く必要がある。 

・ 斐伊川・神戸川治水事業については、斐伊川放水路及び志津見・尾原両ダムの運用によ

り、出水時における斐伊川下流の水位上昇を抑制する効果を発揮しているところであり、

残る大橋川改修及び中海・宍道湖の湖岸堤の整備も着実に進めていく必要がある。 

・ 土砂災害危険箇所の整備状況は、砂防、地すべり、急傾斜地の対策を要する５，８８９

箇所では１９．５％、農地地すべりの対策を要する３０５区域では７８．０％、山地災

害危険地区１３，９５２地区では３８．３％の整備率である。土砂災害から県民の生

命・財産を保全するため、引き続き整備を進めていく必要がある。 

・ 建築物の耐震化率については、公共建築物が９５％（令和５年度実績値）であるのに対

し、民間住宅は８１％（令和５年推計値）と低く、能登半島地震における建物被害の状

況を踏まえると、特に民間住宅の耐震対策の推進を図る必要がある。 

 

＜第２期島根創生計画初年度から評価実施年度上期までの複数年度にわたる成果と課題＞ 

※上記で重複しない成果・課題を記載 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

【今後の方向性】 

①道路防災対策 

   道路防災対策（落石対策、橋梁耐震対策等）においては、国の国土強靱化関係予算を

最大限活用し、緊急輸送道路を優先して整備を進める。 

 

Ⅷ 安全安心な暮らしを守る 

１ 防災対策の推進 

この欄は複数年度にわたる成果と課題を記載するため令和９年度から記載 
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②治水対策 

   近年、豪雨災害が頻発化・激甚化していることから、国土強靱化関係予算を最大限活

用した河川改修に加えて、ダムの事前放流の運用や河川の水位情報、監視カメラによる

画像情報の提供などのソフト対策を一体的・計画的に進めていく。 

平成３０年７月から３年余りの間に３度の浸水被害が発生した江の川本川の堤防整備

などの加速化、県・市町の事業を含めた必要な予算の確保を国に対して強く要望してい

くとともに、住民の意向を踏まえた対策が講じられるよう「江の川中下流域マスタープ

ラン」に基づき、事業が進むよう、国や沿川市町と連携して取り組む。 

矢原川ダム建設事業の早期完成に向け、事業推進に必要な予算確保に努めるとともに、

効率的な事業進捗を図る。 

斐伊川・神戸川治水事業については、引き続き早期完成を国に要望していくとともに、

この事業が進むよう、国や沿川市町と連携して取り組む。 

③土砂災害対策 

   医療・福祉や避難活動の拠点など災害発生時の県民生活や経済活動への影響が大きい 

施設等の保全を中心に、土石流・地すべり・がけ崩れに対する防災施設の整備を進める。 

 また、農地地すべり、山地災害危険地区についても計画的に施設整備を進める。 

④建築物の耐震化 

   公共建築物については、自治体へのヒアリング等を実施し耐震化の進捗状況を確認す

るとともに、耐震化に向けた検討を進めるよう働きかけを行う。 

民間住宅の耐震化については、耐震対策に関する地域学習会などにより県民への普

及・啓発を行っていく。 

また、一般的な耐震改修の実施が困難な県民に対しては、寝室や居間などの部分的な 

耐震改修の実施を促進する。 

 

【施策の主なKPIの状況】 

 

4) 土砂災害警戒区域（土石流及び急傾斜地）内の
24時間滞在型要配慮者利用施設及び地域の重要な
避難所の保全率【当該年度３月時点】（累計値）

5) 住宅の耐震診断件数【当該年度４月
～３月】

1) 緊急輸送道路の落石等通行危険箇所
整備率【当該年度３月時点】（累計値）

2) 緊急輸送道路の橋梁耐震化率【当該
年度３月時点】（累計値）

3) 河川整備率【当該年度３月時点】
（累計値）
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